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フランス革命と財政議会主義（一）

小　沢　隆　一
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ニァンシャン・レジームにおける国家と財政

三フランス革命前夜における財政議会主義の構想（以上本号）

四　フランス革命における財政議会主義の成立

　一　はじめに

　本稿は，フランス革命における財政に関する憲法上の原則とりわけ財政議会

主義の原則の成立過程を考察するものである。財政活動すなわち公共の資金を

調達し，管理し，使用する活動は，あらゆる国家の活動の基本的要素であり，

その物質的裏づけでもある。それゆえ国家権力の創設の目的やその行使の方法

を規定する憲法は，財政に関する原則をその重要な構成要素とする。わが国の

憲法学においては，この憲法上の財政原則の意義を憲法の基本原理（主権原理

・人権保障原理）との関わりの中で明らかにする研究が，近年，自覚的に展開
　　　　　　（1）
されつつあるが，この研究を近代市民憲法の歴史的科学的検討を通じて行うと

いう作業は，今だに多くの未開拓の分野を残しているように思われる。

　私はこの作業の手がかりをまずフランス革命期の憲法理論・憲法制度の検討

に求める。フランス革命は，それが絶対王制の財政危機をその直接的契機とし

ていることもあいまって，新しい財政原則の確立を焦眉の課題とするものであ

った。そしてその過程で現れた諸憲法は財政原則に重要な位置づけを与えてい

る。以下，フランス絶対王制の財政構造はいかなるものであったか，絶対王制

下の階級対立の構造の中からどのような財政改革の構想が準備されたか，そし

てどのような構想がフランス革命の過程で選びとられ革命期の憲法の財政原則
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へと結実していったか，を基本的なモチーフとして稿を進める。

　ニアンシャン・レジームにおける国家と財政

　1．絶対王制の財政構造

　フランス革命は，それに先行する絶対王制下の特殊な国家と財政の構造に規

定された未曽有の財政危機を，その直接の引金としている。この革命による憲法

原理の根本的な転換が財政原則の転換をその重要な構成部分としているのは，

そのことに基因している。そこでこの革命を境とする財政原則の転換の意義を

明らかにするためには，絶対王制の国家と財政の構造を検討しておく必要があ

る。

　フランス絶対王制の国家と財政のあり方は，ごく概略的に言えば，家産国家

という性格と社団国家という性格によって特徴づけることができる。家産国家

とは，国家の首長が国家を構成する土地や人民を自己の所有する財産とみなす
　　　　　　　（2）
体制のことであ乱そこでは首長（君主）の私的な家計と国家の公的な財政と

が分離しておらず，正確な記帳を欠く悠意的な財政運営も可能であったpフラ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
シス絶対王制の下では「売官制」（v6nalit6des　offices）が資金調達手段とし

て横行したが，これは家産国家体制の最たる現れであった。他方，社団国家と

は，君主が臣民を直接に統治するのではなく臣民の多様な階層に「社団」を構
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
成させてそれを通じて支配を行う体制のことである。絶対王制の下での聖職者

（c1erg6）・貴族（nob1essθ）・都市（vine）・パルルマン（par1ement）などは

いずれもこの社団にあたり，それらは多くの場合免税その他の特権を広く認め

られていた。この体制は，一方で封建的諸身分を社団という形で掌握すること

によって王権の影響力の浸透をはかるという面を持ちつつも，他方で王権から

相対的に自立した社団の存在を承認することによって国家権力の凝集力の弱さ

を温存させるという面を有していた。

　この家産国家と社団国家という二つの基本的性格に基づいて，フランス絶対

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）
王制の財政構造は次のような諸特徴を帯びることになる。

　第一に，絶対王制の拡大・強化にともなって租税は永続的に徴収されるよう

になり，王領地収入をしのぐ経常収入となってい㍍その過程において，国王

による租税徴収の目的を戦費調達などの例外的事項に限定し，その創設につい

ては臣民とりわけ工夕・ジェネロー（Etats　g6n6raux）の同意によらしめる
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という封建制の原理は，法観念としてはパルルマンなどを拠点として維持され

るものの，現実にはほとんど実効性のないものとなっていく。

　第二に，絶対王制下の租税は身分的・地域的社団に対して複雑かっ広汎な免

税特権を認めていた。たとえば，当時の直接税の中核をなすrタイユ」（tai11e）

は聖職者・貴族を原理上免税扱いとしていた（貴族は剣をもって国王を助け，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）
聖職者は祈りをもって助け，平民は金銭をもって助ける）。また18世紀の初めご

ろから創設された「人頭税」（capitation）や「十分の一税」（dixiさme）・r五

十分の一税」（Cinquantiさme）・r二十分の一税」（Vingtiさme）なども聖職者

に「一括支払い」（abonnement）や「買戻し」（rachat）を認めたり，「自発的

献金」（don　gratuit）をもってそれにかえることを認めるなど実質上免税特権

を導入していた。結局，当時の直接税は公共事業への無償奉仕であるr賦役」

（COrV6e）も含めてそのほとんどが農民の肩にのしかかっていた。間接税につい

ては，「塩税」（gabe11e）・r工一ド」（aidθs）・「関税」（douanes）が「総徴税

請負人」（fermierS　g6n6rauX）という社団にその徴収を一括して委ねられ

た。そしてその苛酷な取立ては，これらの間接税の消費税という性格とあいま

って民衆を苦しめた。このような税制は農民・都市民衆の疲弊を助長すると同

時に税収の伸び悩みを生み出し，国王財政の危機を深化させた。そして王権は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）
拡大する財政需要に対応するために官職の売却・借入れなどめ政策をとるが，

それらはかえって財政赤字を増大させ，王権はますます総徴税請負人やr官職

保有者」（officiθrs）などの社団への依存を強めていくという悪循環構造を生み

出していった。

　第三に，国王の私的な家計と国家の公的な財政が未分離である以上，国家の

財政支出について臣民が同意権その他を行使して関与することはなかった。

ユ781年に「財務総監」’（controle山g6n6ral　des　finances）のネッケル（N－

ecker）が行った財政報告は国王の支出行為を規制するという性格をもつもの

ではなく，しかも正確な見積りと総合性を欠くものであった。その意味におい

て近代的予算制度の端初をそこに見出すことはできない。また当時，「会計検査

院」（chambres　des　comptes）という機関が公金私消を犯した者を処罰すると

いう任務を与えられておかれていたが，これも十分に機能しなかった。その原

因としては，国家財政についての正確な記帳かなされず，会計検査が行われる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8）
場合でも，統一性を欠き著しく遅延したことなどがあげられている。
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　2．国家・財政改革の諸構想

　上述のような構造的特質を有するフランス絶対王制の国家と財政の変革を求

める気運が，ユ8世紀を通じて社会諸階層の中で壌成されていく。この「啓蒙の世

紀」の改革構想のうちで最も典型的な潮流を，モンテスキュー（Mon七esquieu）

・ケネー（Quesnay）・ルソー（Rousseau）の著作の中に見出すことができる。

　モンテスキューに代表される潮流は，「権力が権力を抑制する」ように組織

された「穏和な政体」（gOuVernement　mOd6r6）の下で，社会諸階級（君主
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9）
・貴族・ブルジョワジー）が均衡を保っ社会を構想するものである。彼の目に

映る当時のフランスは，国王による専制と民衆の叛乱の脅威に曝された体制で
　　（10）
あった。r法の精神」第ユ1篇6章の中で描かれた国家構造は，裁判権の立法権

よび執行権からの分離，貴族と人民代表からなる二院型立法府，二院相互間お

よび立法府と執行府（君主）との間の抑制・均衡の確保，などをその中心的原
　　　　　　　　（11）
理とするものであり，両院には国王が要求する租税に対する同意権が与えられ
　　（12）
ていた。また彼の財政論では，貴族や聖職者の免税特権を批判する視点が希薄
　　（13）
である。これは当時の貴族身分の利益を基本的に代表するものであった。革命

前夜．免税特権なき租税の創設を行おうとする王権は，特権身分の頑迷な抵抗

に遭遭することにな乱

　フィジオクラシーの創始者であるケネーは，土地財産の純収益に比例する直

接税の創設，農業生産の増大とそれを保障する合理的な大規模農業経営の創出，
　　　　　　　　　　　　　（14）
商業の自由化，などを主張する。彼はこれらの政策によってr国民と国家の富

の増大」をはかる。この富の増大は，人間が明証（6vidence）によって自然法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（15）
の運行を認識し，それを遵守することによって達せられる。そして彼は，この富

の増大を実現する政治体制として，民主政や権力均衡の体制などを排斥した上

で，単一の主権を社会のあらゆる個人に対して優越する首長（chef）に委ねる
　　　　　　（16）
体制を選択する。しかし彼の改革構想が，その本質において農業生産の資本主義
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（17）
的発展と，それを保障する合理的な財政制度の確立を志向するものである以上，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（18）
それが持つr絶対主義的外被」との矛盾を深めざるをえない。彼のこのr売り

手をもだました学説のレッテル」は革命に結集したブルジョワジーの手によっ

て剥ぎとられることになる。免税特権を排し直接税中心の租税体系を創出する

という彼の構想は，純対王制の打倒ののちに，革命期の税制によって実現され
　　　　　　（19）
ることになる。
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　ルソーの理論は，封建的生産関係が維持されつつも小商品生産を媒介として

資本主義的生産関係が生成されつつあった当時において，r二重の搾取」に苦し
　　　　　　　　　　　　　　　（20）
められていた小ブルジョワ民衆層の利益を代弁するものとみなすことができ

る。彼は，「労働にもとづく所有」をそれが即「競争と対抗心」・「利害の対

立」・r常に他人を犠牲にして自己の利益を得ようとするひそかな願望」を生
　　　　　　　　　　　　（2王）
み出すものとしてとらえる。このような労働にもとづく所有とそれの保障を目
　　　　　（22）
的とする権力についての否定的評価を前提として，自然権の全部譲渡にもとづ

く社会契約およびそれによる主権者の創設と所有の成立（契約にもとづく所有）
　　　　　　　　　（23）
がこれに対置される。社会契約に先行する所有制度・自然権として財産権の存

在はそこでは認められない。この社会契約は，その参加者にr自分自身にしか服
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（24）
促することなく，結合前と同様に自由である」ことを保障するものであり，そ

のために所有制度は，所有の不平等をrいかなる市民も他の市民を買うことが

できるほど裕かではなく身を売ることを強制されるほど貧しくない」という限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（25）
度内に「立法のカ」によってとどめることを要求される。ルソーは所有の極端

な不平等を防止するこのr立法のカ」を社会契約参加者の総体である人民に委

ねる。人民の主権すなわち一般意思の行使は，単一不可分・不可譲であり代表

されることはできない。そしてそれは社会構成員に対して絶対的権力を有す
（26）

る。主権は人民集会によって行使される。彼は主権行使に参加する資格に関し

て富の寡多を問題としていないだけでなく，民衆の統治能力にも期待をよせて
　　（27〕

いる。この主権者たる人民には財政についての決定権も留保されることになる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（28）
とりわけ租税制度が採用される場合には，租税とその使途についての議決権は
　　　　　　　　（29）
人民集会が行使する。なおその場合の課税は「納税者の財産のみに比例してな

されてはならず，彼らの条件の差異と彼らの財産の余剰との複比例によって
　　　　　　　　　　（30〕
なされなければならない」。要するに，これは富の不平等の拡大を防止する累進

税の構想である。ルソーの議論は経済の資本主義的発展に敵対する性格を持っ
　　（31）
ていた。

　三　フランス革命前夜における財政議会主義構想

　1．革命前夜における財政問題

　アメリカ独立戦争への援助はフランスの財政赤字を増大させた。ユ780年代に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（32）
入るや王権の側からの財政危機克服の試みはにわかに活発となる。たとえば徴
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税業務の合理化と安定した税収の確保を目的とした地方議会・r州議会」（aSS一
　　　　　　　　　　　　　（33）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（34）

emb16es　provincia1es）の設置，免税特権のない租税の創設，国家債務の部分
　　（35）
的破産などが試みられた。しかしこれらの試みはいずれも，「名士会」（assemb一

　　　　　　　（36）
16e　des　notables）やパルルマンに結集した特権身分層や，膨大な国家に対する

債権をかかえ込んだr金利生活者」（rentierS）たちの反発に遭い次々に失敗に

終わっていく。免税特権の廃止と新たな財政制度の樹立，これこそが当時の財

政危機克服の成否を握る課題であった。そしてそのスローガンとしての正当性

を，王権はもちろん，特権身分層ですらも正面から否定しえない状況がしだい
　　　　　　　　（37）
に生み出されていく。しかしそれは社団国家体制に大きく依拠した絶対王制が

自らなしうるところのものではない。こうしてこの課題は，その実現に自己の

利益を見出す階層すなわちブルジョワジーによって担われることになる。

　財政危機打開策を次々に阻止された王権は，ついにユ788年8月8日，翌年

5月に工夕・ジェネローを開催することを決定する。これに対してパリのパル

ルマンは，9月25日，「エタ・ジェネローの開催方法については工6工4年の方法
　　　　　　　　　　　　　　　（38）
によるべし」という決定を下した。このような情勢の中でブルジョワジーは，

免税特権の廃止，エタ・ジェネローの第三身分議員倍数化，身分別投票にかわ

る頭数による投票の要求を旗印として自らを独自の政治勢力として結集させて

い㍍彼らにとってきたるべきエタ・ジェネローは財政危機への対処にとどま

らない「ヨ三国の憲法の改変」を実現する場であった。こうしてフランス革命に

おける財政議会主義の成立の客観的条件が整えられていく。

　2．シエイエスの財政議会主義の構想

　シエイエス（Sieyさs）は．フランス革命前夜におけるブルジョワジーの政治的

自立と革命への結集をうながした最も注目すべきイデオローグであり，そのr第

三身分とは何か」（Qu’es七一。e　que　le　Tiers　Etat？）はあまりにも有名で．あ

る。しかも彼は，この時期の他の著作において，財政改革の構想を，統治構造の

変革そしてそれを基礎づける国家理論と結びつけて体系的に論じている。以下，

この構想の概略をrユ789年にフランスの代表者が処理しうる執行方法につい
　　　　（39）
ての見解」（以下「見解」と略す。）およびrS．A．S．オルレアン公爵によ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（40）
ってバイアジュの代表者に与えられた訓令」（以下r訓令」と略す。）に従って

検討する。
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　（1〕社会契約と租税の根拠

　シエイエスはr見解」の中で社会契約説を用いて国家権力創設の弁証を行

う。市民が租税の支払いを義務づけられる根拠は，この社会契約に求められ

る。

　rあらゆる人間は……自分たちのために考え，意思決定を行い，他人と約東
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（41）
を結び，したがって法律を自らに課する生得の権利を有する」。

　r個人の意思は法律を構成することができる唯一の要素であること，正当な結

合とは結合に参加した人々の意思以外に基礎を持ちえないこと，は疑う余地の

ないことである。……共通の需要をかなえるためには共同意思（VO1ont6Co－

mmune）を必要とする。この意思は本来的に個別意思（volont6s　particuh6－

reS）の総体からの一般的産物でなければならない。そして恐らく，政治社会に

結合したとされる多くの人々の最初の共同意思は，まさしくすべての個人の意
　　　　　　　（42）
忌の総和である」。

　「市民の自由とは，その人格的財産（propri6t6persomelle）の行使とその

物的財産（propri6t6r6elle）の使用を妨げられたり，不安にされたりしない

ことの確保に存する。市民の自由はあらゆる法律の唯一の目的である。・・・…国

民（natiOn）のみに租税を承認する権利が帰属することは，一般に認められて

いる。実際のところ租税の承認とはいかなるものであろうか？。それは，各市

民に対して国家（chosθpub1ique）の維持のためにその財産の一部を譲渡する
　　　　　　　　　　　　　（43）
ことを義務づけることである」。

　「いかなる人も，あらゆる政治社会は共通の需要を持つこと，この需要をま

かなうために市民大衆から受任者（mandataireS）という異なる階層を分離さ

せなければならず，この人々と役務の総体が公共機関（6tab1issement　public）

と呼ばれるものを形成すること，を認めないわけにはいかない。この公共機関の

費用は，その利益にあずかるすべての人々によって負担される。ここから租税

が生まれてくるぺ…・・公共機関は，共通の需要のためにのみ，そして国民の共
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（44〕
通の需要が求めるものに比例してのみ創設され，存在する」。

　シエイエスの社会契約説が，プロプリエテ（プロパティ）の自然権としての承

認．その一部譲渡を内容とする社会契約による国家権力の創設というロック

（Locke）流の理論を念頭においていることは．第三の引用文からうかがうこと
　　　　（45）
ができる。彼は租税という形式による国家費用の調達方法をアプリオリに選び
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とっている。彼の社会契約説は，ルソー流の全部譲渡説と異なり，一定の内容
　　　　　　　　　　　　　・　　・　　…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（46）

をもった私有財産制度をその論理的前提としていると見ることができる。租税

は，社会契約締結の目的である市民のプロプリエテの保障の対価として，その目

的の実現に必要な限度で（国民の共通の需要のためにのみ）支払われる。これ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（47）
はいわゆる租税利益説の立場の表明である。

　121代表議会による財政権の独占

　シエイエスは，社会契約参加者たる市民の数が多くなると市民全体が一堂に

会して立法を行うことが困難になるということを根拠として，選挙された代議
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（48）
士からなる代表議会が立法権を行使する体制の必要性を説く。また「訓令」に

おいてはそれを一歩進めて次のように述べている。「みなさんは立法権の行使

を一人の人間にまかせる方が危険が少ないと見るだろうか？，何人かの大臣あ

るいは何人かの貴族の方を好むだろうか？，騒々しく不安定に動く人民の民主

政の方を良しとするだろうか？。代議政治の体制こそが自由を愛する社会契約

参加者の団体にふさわしいものであり，より本当のことを言うならば，それこ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（49〕
そが唯一の正当な統治であるということを認めよう」。

　彼はこの代表議会に財政に関する決定権を包括的に帰属させる。「見解」にお

いては，租税議決権・財政支出議決権・国債を設定する権限・会計検査権・財

政業務に従事する官吏の任命権とそれに対する命令権が代表議会の権限として
　　　　　　　（50）
あげられている。またそこでの次のような議論も注目に値する。

　第一は租税議決権の性格に関する議論である。シエイエスは，従来国王の要

求する租税に対するエタ・ジェネローの同意を示す言葉として用いられてきた

“OCtrOyer”（承認する）を排斥する。「租税を『承認する』（OCtrOyer）という

表現は何を意味するのであろうか？。誰に対してなのか？。国民は，自らが公

共の需要を握るという認識の上に立って，公共の収入を創設しなければなら．な

い。それは国民が従うべき要求ではない。そして，誰がこの要求を形成する権

利を持ちうるのであろ一うか？。国民は誰にそれを期待するというのか？。国民

は，なすべき共同の支出があるということ，そしてその支出は，数額（quOtit6）

や存続期問について規定された租税によってのみ支払われるということを

知るために，自分のもの以外の意見を必要とするのであろうか？。・…・一公の租

税を支払う諸個人は，自らまたはその代理人によってなされた契約（engagem－

ent）を履行しているのである。……自らに課税を行っている国民は必要な行
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為を行っているのであって，国民は租税の総額について誰にもその決定を任せ

てはならない。かくしてr承認する」という言葉とそれから派生するものはす
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（51）
べて政治学から永久に追放されなければならない」。ここでは，租税とは国王

の求めに応じて国民が支払うものではなく，国民が自ら必要に応じて自らに課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（52）
するものであるという考え方が明瞭に示されている。それはいわば，革命によ

って樹立される国民主権原理に対応する租税議決権の性格規定を先取りするも

のである。

　第二に，議会の財政支出議決権は，その租税議決権と結合してそれに先行す

るものとして位置づけられている。議会における毎年の財政に関する作業は，

まずあらかじめいくつかの小委員会で準備された財政収支についての案を議会

の全体会が審議し，その後にr公共支出のあらゆる部分的な対象について詳細

に規定すること」，rこの対象に帰属するべき収入の分担額をそれぞれ割当てる

こと」，「租税によって創設されるべき総額を確認すること」，「分配の公平と国

民の繁栄という原則の下で課税を行うこと」の順序で決定が行われることにな
　　　　（53）
っている。財政支出についての議決は，ここでは，租税その他の財政収人の議決

と峻別された権限ではなく．それと結合するものであり，r租税は共通の需要

のためにのみ創設されるべし」という要請に基づいて，租税議決に先行してな
　　　　　　　　　　　　　　　　　（54）
されるべきものとされているのである。

　13〕議会の構成と運営の方法

　上述のように財政権限を付与された議会の構成とその運営のあり方について

シエイエスが「見解」で述べているところを見ておこう。

　まず代議士の選出の方法については制限・多段階間接選挙制が構想されてい
（55）

る。選挙制度のビエラルビーの基底をなす「聖堂区」（paroisses）の集会に参

加する代議士の選挙権と被選挙権を持ちうる者は，年令と租税によって規定さ
　　（56）

れる。このような納税の有無による参政権の制限は「納税者株主論」によって

正当化される。「官吏あるいは行政官，そして総じてすべての国家支出は毎年

の納税者によってその費用が弁じられる。かくして納税者たる市民（CitOyenS

contribuab1es）は社会という大きな企業の株主とみなされなければならない。

彼らは，この企業に投資し，それの主人であり，それが存在し活動するのは彼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（57）
らのためである。その利益はすべて彼らの手に集められる」。

　次に代議士とその選出母体との関係について。シコ1イエスは，代議士を「き
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わめて短い任期をもって設定された代理人団（corps　de　procureurs）ないし

自由に選挙された代表者（repr6sentants　choisis1ibrement）」であるとして，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（58）
その権力は委任者が自由に撤回できるものであると述べている。ここには従来

のエタ・ジェネローなどにおける代議士とその選出母体との関係を示す考え方

が表明されている。しかし彼の代表議会の構想は，伝統的なエタ・ジェネローの

構成原理を超えるものであることにも注意しなければならない。r市民の数が増

大するにつれて，個別意思を比較対照させて，それらを妥協させて，一般的な願望

を確認するということのために市民が集会をもつことが困難となり，不可能に

さえなった。そこで共同体をいくつかのディストリクト（diStriCtS）に分割し

各地区がその構成員の何人かにその議決を共同の会合の場に持ちよることを委

任しなければならない。しかし票の単なる運搬人（simp1es　porteursdevotes）

を派遣するという方法は本来的に有害であるということが，すぐに認識される。

そこでは．代議士はその委任者の意見を小心翼々と守ることを義務づけられ，

自分たちの間で妥協を行うことができず，しばしば票の合計から一つの共同意

思を引出すことが不可能となる。……新たに各ディストリクトの委任者に意見

を諮るこ÷，彼らに事の成行きを通知し，新たな命令を待ち．諸々の意見が共

同意思を提示するまで同じやり方をくり返すことが，必要かどうかを考えなけ

ればならない。……このやり方もまた別の不便に陥りやすいであろう。それをす

べて挙げることはできないが，あらゆる審議をだいなしにしかねないというこ

とを示すだけで十分であろう。……それゆえ共同体は，その受任者により多く

の信任を与えることを決定する。共同体は，会合を開き，審議し，共同で意思

を決定することを目的として，彼らに代理権を与える。こうして共同体は，単
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（59）
なる票のかわりに真の代表者を持つことになる」。議会は国王の諮間機関では

なく国民の共同意思の決定機関なのである。「各代議士は結合の全体を代表す
（60）

る」。「代表者，代理人によって共同意思を形成することのできる全国民が，立
　　　　　　　　　　　　（61）
法権の全領域を行使する」。

　こうして国民の共同意思の形成をその任務とする議会め運営は，それにふさ

わしい方式によらなければならない。議会における審議・議決については，ま

ず全体会議で討論を行った後，投票は各部局ごとに行われるが，最終的には各

部局での賛否の票数の集計によって「人々が全体会議場から外に出ないかのよ

うに，そして投票の全体が一人の人によって集められたかのように真の多数
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　　　　　（62）
が確認される」という方式が予定されている。シエイエスは「第三身分とは何

か？」（工789年1月公刊）の段階では，「頭数による投票」をきっぱりと打出
　　　　　　（63）
すことになる。また議員の院内での活動について無答責，院内秩序維持のため

の独自の警察と裁判官の設置，国王の臨席の否定，国王の提案を議会に伝える

使者の審議からの排除，議会自らによる議長の選出などによって議会の執行府
　　　　　　　　　　　　　　　　（64）
からの独立の確保がはかられている。

　14〕財政改革

　シエイエスは「訓令」の中で租税負担の平等，三身分に共通に課されていな
　　　　　　　　　　　　（髄）
い租税の廃止を提案している。「訓令」は，まさに開始されようとしているエタ

・ジェネローへの代表者を選ぶ選挙にむけて書かれたものであり，当時同様の

目的で各選挙区でつくられたr陳情書」（cahiers　de　do16ances）は，特権身

分が作成したものも含めて，その多くが租税負担の平等の要求を盛り込んでい
（66）

た。特権身分は免税特権に固執することがより大きな変革をもたらすであろう

ことを感じとるようになっていた。これに対してシエイエスは，「第三身分とは

何か？」において，租税負担の平等を認めようという貴族身分の提案の背後に

ひそむ「第三身分がエタ・ジェネローの場でr相当なもの』（queエeque　chose）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（67〕
になるという要求を妨害しよう」という意図に対する懸念を表明している。そ

して貴族身分に対して次のように答える。rあなた方は恩恵として支払うので

はなく，正義によって支払うのです。あなた方はそれをよしとするから支払う

のではなく，支払わなければならないから支払うのです。私たちは，あなた方

がかくも長い問無慈悲に扱ってきた身分に対する侮蔑的な慈悲の証しではなく，

むしろ共通の法に服することを期待しているのです。しかしこの問題を議論し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（68）
なければならないのはエタ・ジュネローの場です」。彼にとって租税負担の平

等の実現という課題は統治機構の改革と不可分のものであった。

　また彼は国家債務の部分的破産政策に対する猛烈な反対論者であった。「見

解」の中では，市民が国家に対して持つ債権は土地や家と同様に神聖な財産権

であって，それは国王はもちろん国民でさえも侵害することができないこと，破

産政策と新税の創設とを比較するならば後者の方がまだましであって，それは債
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（69）
権者や利害関係者のみならず市民全体の利益となること，が述べられている。

こうして彼は，絶対王制の財政素乱の帰結であると同時に革命前夜の財政危機

の原因でもあるこの膨大な国家債務を，新しい体制が「遺産」として引継ぐこと
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（70）
を財産権の神聖不可侵の名において正当化する。

　3．小括

　シエイエスの財政改革構想の特徴は，次のように要約することができる。

　第一は，構想のr原理的部分」における近代的性格である。自らの人格と物

的財産との所有主体である個人から出発して，社会形成の目的をそれら人格と

財産の権利としての保障におき，その形成方式を個人意思の総和による共同意
　　　　　　　（71）
恩の創出に求める。この社会形成の目的と方式は，同時に租税支払いの根拠で

あり，租税議決の方式である。租税は市民の人権保障のためにその対価として

支払われるものであり，その目的にみあう必要最小限の額を国民の共同意思に

よって（国民代表議会における議決によって）決定する。このような彼の理論

は，免税特権の廃止，国王の課税権の否定（社団国家体制・家産国家体制の打

破）というフランス革命のr政治的プログラム」の基礎づけとなるとともに，革

命後の新しい国家構造にも対応しうるものであった。すなわち，シエイエスの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（72）
描く国家は，その運営費をもっぱら租税と公債によってまかなうものであり，

そこには，商品交換の論理に基づく自律的経済システヰとしての市民社会から

分離し無産化された近代国家（租税国家）のイメージが既に存在している。

　またこのように市民の私的な財産権と国家の公的な課税権とが明確に峻別さ

れ対時する体制の下で，財政に関する議決権全般が議会に委ねられている。そ

の基礎には，国民主権論のr原基的形態」ともいうべき社会契約説とともに，

租税利益説が据えられているようである。租税がまかなうべき公共の需要は，

国家創設の目的をはなれてありえない。国家創設の目的が市民の人権保障にあ

る限り，公共の需要の詳細が明らかにされて，それが人権保障上有効であるか，

財産権に対する不当な侵害となっていないがが確認されなければならない。こ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（73）
うして租税利益説は，財政収支の議決権の統一的把握を可能にする。

　第二は，構想のr具体的部分」における現状肯定的ないし保守的性格である。

それはまず所有論と財政構想との関わりにおいて確認することができる。シエ

イエスは，公債の取扱いに端的に示されるように，絶対王制下での特権身分の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（74）
既得財産も財産権の神聖の名において擁護する。また彼にとって所有のr権利
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（75）
としての平等」とその「事実上の不平等」とは両立する事柄である。このよう

な所有論を前提とする限り，一部譲渡説的に構成された社会契約説とそれに基

づく租税利益説は，租税として徴収される部分を除く既得財産の使用・収益・



フランス革命と財政議会主義（一） 57

処分の無制限の自由を引き出すものとなる。それは租税負担の平等の実現以外
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（76〕
に何らの所有制度に対する変更をもたらさない。

　また彼は租税利益説を逆手にとって納税者株主論を展開する。これによって，

像の議論の入口においては「すべての個人」に対して開かれていた社会契約参

加者は，将来の租税制度の下での「納税者」という形に限定的に再規定されて

現実の政治の舞台にあらわれる。特権身分は，租税負担の平等を通じてr納税

者たる市民」に生まれかわる。

　結局，シエイエスの財政改革構想は，その政治理論・憲法理論としての卓越

した近代的性格と，それを経済生活・政治生活の現実に引きおろした際の保守的

性格との分裂によって特徴づけられる。そしてそうであるがゆえに，当時の国

民の中の多様な階層を無定型なr第三身分」にまとめあげ，彼らの革命への結

集を促すことに成功したということができよう。
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　第82編第3号，1973年，15頁以下参照。

18〕　Besson，op．oit．，p．207et．s、
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19〕Montesquieu，De　l’esprit　des　lois，1748，Livre11，chapitre3・4・

　6，使用テキスト0ω〃ε8comρ脇船de　Moπ士e8ψ‘ω，Pub1i6es　sous

　1a　direction　de　M．Andr6Masson，paris，NageL3vo1s．，1950－55，

　根岸国孝訳rモンテスキュー　法の精神』，河出書房新社，1974年。なおモンテ

　スキューの憲法理論については，古賀英三郎r人類の知的遺産39モンテスキュー』，

　講談社，1982年，三辺博之rモンテスキューの政治思想の方法的基礎とそのイ

　デオロギー論的構造一十八世紀フランス政治思想史におけるモンテスキューの位

　置と特質一（1〕（2〕13〕（4・完）」，r国家学会雑誌』，第76巻第1ユ・12号，77巻1・2号，

　78巻1・2号，1963－64年，C．Eisenman，“1’《Esprit　des1ois》et1a

　seParatiOn　des　pouvoirs”’　M6王απgε8　五、Cαrr6　de　Mα正berg，　1933；

　“La　pens6e　constitutionne11e　de　Montesquieu”，工αρeπs6eρo脇幻一

　mαC0η8肋〃0nπe〃θdeM0肋S卿｛ω励Ce肋πα｛redεグ亙8〃沈
　de8王。お1748－1948．1952，を参照。

ω　S．Goyard－Fabre，ムαρ〃ユ。soρ〃e　d“か。批de　Mo耐ε8q砒fω，

　1973，P．340．
l11〕　De　I’esprit　des1ois，1ivre11　chap．　6，oωUe8　00mρ丘≧fθs，　t．1，

　vO1．　1，p，　207et．s．

皿2〕　ibid．，　P，2ユ9，

○劃　木崎喜代治rフランス政治経済学の生成』，未来社，1976年，94頁，古賀英三

　郎r一八世紀初頭のフランス社会の危機とその対策一1715～18年の諸提案とモ

　ンテスキューをめぐって一（完）」，r一橋大学社会学研究』11号，ユ971年，339

　頁以下参照。

ω　F．Quesnay，Maximes　g6n6rales　du　gouvemement　6conomique
　d’un　royaumo　agrico1e，ユ767，（以下Max三mesと略す）5・13・14・ユ5・

　25，使用テキストGoエユeωoπdε8．ρr加6ρα肌6coπo肌滅θ8，t．2，physio－

　crates　partieユ，avec　introduction　de　E．Daire，1846．

l15〕　Quesnay，Lo　droit　nature1．　1765，　Co〃ec抗。π　dε8ρ㎡πdρα“κ6c－

　oπoη一j8亡ε8，　t．2．p．55．

06〕Quesnay，Despotisme　de1a　Chine，1767，0eωr鯛　6coπo洲ψεs

　ε｛ρんゐ0ρんφωes　de且馳ε帥αツ，publi6es　par　A．Oncken，paris，188

　8，pp．638－639；Maximes1，op．cit．，p，81．

○刊　ケネーは絶対王制の財政制度の弊害を，農業生産の前払に食い込み宮の再生産

　を阻害する盗意的な租税および徴税費，貨幣的富を生産活動に還流させない売官

　制や公債制度に見出す。M跳imes，note6，note7・30，op．cit．，pp．87－88

　・104．

l1割平田清明r経済科学の創造』，岩波書店，1965年，202頁以下，河野健二r革

　命思想の形成』，ミネルヴァ書房，1956年，56頁以下参照。

○副　革命期の税制については次稿で検討する予定である。

OO〕当時の民衆層の状況については，A，ソブール，山崎耕一訳『大革命前夜のフラ

　シス』，法政大学出版局，1982年，H。セー，宮崎洋訳rフランスの社会構造18

　世紀における』，法大出版局，ユ97工年，参照。
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幅1リ・J・R・・・・…，Di・・・・・・…1’6・igi・θ・t1・・f・・d・m叩t・d・1’i・・g－

　alit6parm三1es　hommes，工755，0eωre8comρ脇鮒　幽J．J．Ro雌8一
　εαω　皿　d阯　coπ炉αf80c‘αJ　6cr沈s　ρo工批｛qωεs，　Biblioth6que　de　1a　p1－

　6iade，1964（以下，0，0，皿と略す），P．175，小林善彦訳「人間不平等

　起原論」，rルソー　世界の名著36』，中央公論社，1978年，164頁。

幽　ibid．，pp．177－178，邦訳166－167頁。

㈱　Rousseau，Du　contrat　socia1．1762，Libre　1，chap．6・7・9，α

　C．皿，p　p．360－367，井上幸治訳r社会契約論」，前掲r世界の名著』，24工

　一249頁。

蛯坦　ibid0．α皿，p360，邦訳24ト242頁。

㈱　ibid，Libre2，chap．1ユ，0，0，皿，pp．391－392，邦訳272頁。

㈱　ibid．，Libre2，chap．1・2，0．0．皿，pp．368－371，邦訳249－252
　頁。

⑫司　「精神的な事柄における可能性の限界は，われわれが考えるほど狭いものでは

　ない。この限界を狭めているのは，われわれの無力，悪徳，偏見である」。ibid，，

　Libre3，chap．エ2，0．0．皿，p．425，邦訳308頁。

㈱　ルソーはrコルシカ憲法草案」の中で，国家財政の基礎を人民の賦役に求める

　構想を立てている。projet　de　con昌titution　pour1a　Cor畠e，αα皿，p．

　932木崎喜代治訳『コルシカ憲法草案』，未来社，1979年，66－67頁。

㈱　Rousseau，Discours　sur　l’6conomie　po1itique，1755，0，C，皿．，p．

　265，pp．269－270．，河野健二訳r政治経済論』，岩波文庫，工95重年，46・53

　貢。

制〕ibid．，0．C．皿．p．273，邦訳58頁。

｛31〕ルソーの所有論については，阪上学rルソーにおける所有と共同体」，『京大人

　文学報』，第27号，i968年，同rルソーとプルードンー所有と共同体」，桑原武夫

　編rルソー論集』，岩波書店，工970年，浦田一郎rシエイエスの人権節一労働に
　よ宕所有論を中心に」，『一橋論叢』第78巻第6号，1977年参照，なおフランス革

　命期の農民運動のr反資本主義的な傾向」については，G．ルフェーブル，柴田

　訳rフランス革命と農民」，未来社，1956年参照。

㈱　小林良彰『フランス革命の経済構造』，千倉書房，1972年，199頁以下参照。

㈱　Mo｛snier．工θ8加s批砒れ。㎎de　jα冊απce　so鵬エαmoπαrcん｛εα6s．

　o1雌1598一期g，t．1．1974，P－486e士．s．。

馳　1787年，財務総監の職にあったカロンヌ（Ca1onne）とプリエンヌ（Brienne）

　は，あいついで「土地上納金」（subvention　territoria工e）の創設を提案した

　が，それぞれ名士会・パルルマンの反対にあう。Marion，刑sto｛rε∫加απc｛一

　占rεde工αFrαπce　dερ泌ユ715，t．1．1927，p．387et．s．，pp，406－407参

　照。

05〕　ibid．，pp．428－429．

㈱　1787年2月22日から同年5月25日にかけて開催されれその権限と構成につ

　いては，Esmein，op．cit．，pp．514－518参照。

13司M．Vignes，刑就。かe　dε8doαriπe88〃〃mρδ亡eπルαπ㏄，1909，
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p．493et．s、；Marion，op．cit．Histoiro，p．440参照。

㈱ABrotte，況ec鵬議ゐdocω肌επf8r2王αt沸と王αcoπリ。cα抗。πde8

　6εαお　　g6π6rα〃κ　de　1789，　t．1，p．28o

㈱E．J．Si・yさ・γm・・〃1θ・伽ツ側d’舳6・〃㎝d㎝H・・肋ρ・6二

　8e械απおdeエαルαπcερoωrro就棚8ρ08θr　e肌1789．1788年8月執筆，

　1788年末から翌年初頭にかけて公刊，この点については，p．Bastid，8ieツさ8

　θ亡8αρe㎜6e，nouve11e　ed．1970，p．316参照。

哩O　∫η8かαc㍍oπ　doππ6e　ραr8．A．8、　｝ηoπ8e｛8η召〃r　エε　d阯。　d’0rエ6απ8・

　λsθ8地ρr6舵耐απ㎏　α肌Bα〃土αg鮒，1789年2月公刊，「訓令」とそれ

　についての「考察」（D61ib6rations）からなる無署名の論文であるが，「考察」の

　部分がシエイエスの作品であることは疑いがない。p．Bastid，op．cit．p－317参

　照。

岨1〕　op．　cit．　U砒εs，　P．14．

｛42）　ibid．，　P．17

値劃　ibid．，　pp．　11－12．

｛ω　　ibid一，　pp．　42－43。

鯛　ロックの理論については，J．Locko，Tωo　炉e棚8e8　0ゾ　goリεmmθ一
　耐，1690，chap．5・g，鵜飼信成訳r市民政府論』，岩波文庫，1968年，3ユ

　頁以下・127頁以下参照。
（46〕この点についてはルソーの次の言葉が示唆的である。r社会の基礎を検討した

　哲学者たちは，誰もが自然状態にまでさかのぼる必要があると考えたが，しかし

　彼らのうち誰もそこへは到達しなかった。……どの人もたえず欲求，食欲，圧迫，

　欲望，傲慢について語りながら，自然状態のなかに彼らが社会の中で得た観念を

　持ち込んだのである。彼らは未開人について語り，しかも文明人を描いていたの

　である」。Rousseau，op．oit．Discours　sur　I：origine．0．α皿．p－132

　邦訳119頁。

鯛　租税利益説とは，国民が支払う租税を国家活動から受ける利益の対価とみなす

　考え方を言う。これについては，島恭彦『財政学概論』，岩波書店，1963年，81

　頁以下，坂入長太郎r財政思想史』，酒井書店，1979年，北條喜代治r租税利益

　説の生成」，r京大経済論叢』第96巻第2号，1965年参照。

｛螂　　op．oit．　口u25，　P．　19et．s．　・P．　116．

幽　op．cit．｛耐rω｛oπ，p．65．なおシエイエスは，人民民主政に対する敵対的

　態度を革命勃発後も表明している。Discours　de　l’abb6　Sieyさs　sur1a

　que昌tion　du　veto　roya1，Σla　s6ance　du7septembre1789，ル。肋Ues

　ραr正eme肋αか鮒幽　1787と　一1860，sous1a　dir㏄tion　de　J－Mavida1’

　E．Laurent　et　E．C1ave1，16re，　sさrie，t．9，p．594

60）　op．ci1；．　口ωe8，　p．72－　p．104et．s．，pp．136－13エ

価｝　ibid二，　PP．46－47，

125〕公債の設定も同様の位置づけが与えられている。「国民の名において借入れを

　する権能は国民にのみ帰属する」。ibid．，p．72．

03〕　ibid．，pp．104－　11工．
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1鋤　シエイエスはr訓令」の中で次のように述べている。「債務の利子を差引いた

　実際の収入は，公共施設の支出にみあうべきこと」，「不必要な支出はすべて廃止

　されるべきこと」。op．oit．instruction，p．501また訓令本文には「租税は，国

　債の範囲が確認され，国家の支出が審査され，規定されなければ承認されない。」

　という規定が見られる。ibid．，p．6．

鯛　　op．oit．リ肌es，P．　ユ24et．s．

06〕　ibid．，p，125．

師　ibid．，p．工13．なお同様の見解は，1789年7月の段階でも表明されている。

　　pr61iminaire　de王a　Constitution；reconnaissance　et　exposition

　raisom6e　des　droits　de1I　homme　8t　citoyen，λ．R16re　S．，t．8．P，

　259．

｛5割　ibid．，p．　21．　H6，

159ibid．，pp．19－21．同旨，op．dt．｛π8亡用洲。π，p．60et．s．，この点について

　は，浦田「革命初期シエイエスの憲法思想」，『一橋論叢』，第73巻第2号，1975年，

　26頁参照。

｛60　0p．cit．リ“εs，　p．22．

個ユ〕　ibid．，　p．23．

｛62〕　ibid．，p．8τ

㈱　Sieyとs，Qパθsf－ceψeエe　乃θrs　刃圭α士8　Z　paris，chez　A1exandre

　correard，1822，p．109．et．s．，　大岩誠訳『第三階級とは何か他二篇』，岩波

　文庫，ユ950年，86頁以下。

｛6功　　op．cit．　リuεs，　pp．75－80．

個5〕　op．oit．三π8fr阯。㍍oη，　P．36．　PP．48－49．

㈹　　B．F．Hys1op，λ　8ωde　土。　’んεgεπεrαエ。α加εr8　0∫　エ789．1968，P．

　66・90．；Vignes，op．cit．，p．486et．s．参照。

個刊　伽’鎚f－ce　q阯e　王ε乃er8励αお　？，p．124，邦訳，66頁。

㈱　ibid．，pp．ユ26－127，邦訳，67頁。

個9〕　opl　cit．　リ肌28，　pp．67－70．

πo〕　R．zapPeri，“Introduction　de　Qu’est－oe　que1e　Tiers　Etats　？”，

　馳’ε8正一。θ　q〃ε　王e　Tjεrs　亙tαお　　？，6dit6　par　Zapperi，　Libraire

　Droz，Genさve，工970，pp．26－27．浦田前掲『一橋論叢』73巻2号論文，22

　－24頁参照。

町1〕ただし社会契約締結後の共同意思形成は，多数決による。op．cit．U阯εs．，pp．

　17－18．

π2〕シエイエスにとって公務と私的労働とは分業の体系の中に位置づけられてい孔

　「社会が生産や商業の技術を発展させるにつれて，国家に関わる労働は，私的な

　労働と同様に，より安価により効率よくなされるためには，それを自分の排他的

　な職業とする人によって行わなければならないということが認識される」。

　ibid．，p．　113．

㈹　三木義一r納税の義務」，杉原泰雄編r講座・憲法学の基礎2　憲法の基礎概念

　II』，勤草書房，1983年参照。
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㈹　ただし公務（官職）は所有権の対象キならない。op．cit・U〃e8，p．114．

　Qu’est－oe　que，P．94．参照。　シエイエスの家産国家体制に対する批判は徹

　底している。

㈲　Siey6s，op．cit．Pr61iminaire，A．P．ユ6re　S．，t．8，p．257．

冊　ザッペリは，シエイエスの租税改革論が問題の政治的側面に固執しており，そ

　の点においてケネーの議論と異質であることを指摘す孔Zapperi，op．cit．，

　pp．　21－24．


